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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気式床暖房用パネルとこの上に載置される床材とからなる電気式床暖房システムにお
いて、該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該
上部材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質
材料、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の上記上部材料の下部に該床表面に平行に配置される
熱拡散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より
選ばれる金属材料、そして上記パネルにその下面を接して配置される下部材料とからなり
、これらが積層して一体に形成されており、かつ最大出力の下限値（ｐ１）が６５Ｗ／ｍ
２の下記パネル（１）～（１２）であってその各最大出力の上限値（ｐ２）に応じて予め
決められた係数ａ、ｂを導入して得た下記関係式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　　　　ｔ≧ａ×ｄ２＋ｂ　　　　（Ｉ）
（１）ｐ２が１４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが２．１でｂが５０
（２）ｐ２が１５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが２．９でｂが７１
（３）ｐ２が１６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが４．５でｂが１１３
（４）ｐ２が１７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが７．６でｂが１６３
（５）ｐ２が１８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１７．９でｂが２２８
（６）ｐ２が２３０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが６９．４でｂが５５３
（７）ｐ２が２４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが７９．７でｂが６１８
（８）ｐ２が２５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが９０．０でｂが６８３
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（９）ｐ２が２６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１００．３でｂが７４８
（10）ｐ２が２７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１１０．６でｂが８１３
（11）ｐ２が２８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１２０．９でｂが８７８
（12）ｐ２が２９０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１３１．２でｂが９４３
を満たすように、上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とを設定す
ることにより、床材が構成されていることを特徴とする電気式低温熱傷防止床暖房システ
ム。
【請求項２】
　下部材料が木質材料である特許請求の範囲第１項に記載の床暖房システム。
【請求項３】
　床材の全体の厚みが、２～４０ｍｍである特許請求の範囲第１項又は第２項に記載の床
暖房システム。
【請求項４】
　所定数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結された電気式床暖房用パネルであり、
該パネル１セット以上使用した敷設面積が、施工する部屋の床面積の５０～７０％になる
ように予め設定されており、かつ床暖房パネルの最大出力の下限値（ｐ１）が６５Ｗ／ｍ
２で、その最大出力の上限値（ｐ２）が該床暖房パネルと組み合わせて使用する床材によ
って制限されており、
　該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該上部
材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質材料
、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の上記上部材料の下部に該床表面に平行に配置される熱拡
散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選ば
れる金属材料、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層して一体に形成されており、かつ
上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とが、
（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋５０の関係を満たす場合にｐ２が１４０Ｗ／ｍ２である、
（２）ｔ≧２．９×ｄ２＋７１の関係を満たす場合にｐ２が１５０Ｗ／ｍ２である、
（３）ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３の関係を満たす場合にｐ２が１６０Ｗ／ｍ２である、
（４）ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３の関係を満たす場合にｐ２が１７０Ｗ／ｍ２である、
（５）ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８の関係を満たす場合にｐ２が１８０Ｗ／ｍ２である、
（６）ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３の関係を満たす場合にｐ２が２３０Ｗ／ｍ２である、
（７）ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８の関係を満たす場合にｐ２が２４０Ｗ／ｍ２である、
（８）ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３の関係を満たす場合にｐ２が２５０Ｗ／ｍ２である、
（９）ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８の関係を満たす場合にｐ２が２６０Ｗ／ｍ２である
、
（10）ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３の関係を満たす場合にｐ２が２７０Ｗ／ｍ２である
、
（11）ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８の関係を満たす場合にｐ２が２８０Ｗ／ｍ２である
、
（12）ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３の関係を満たす場合にｐ２が２９０Ｗ／ｍ２である
、
　ことを特徴とする電気式床暖房用パネル。
【請求項５】
　所定数の電熱ボードが、個々の隣り合う電熱ボードの縁辺部に設けた孔に連結帯を通す
ことにより折り畳み可能な状態で互いに連結されている特許請求の範囲第４項に記載の電
気式床暖房用パネル。
【請求項６】
　電熱ボードの発熱体が、非導電性繊維及び導電性繊維の交点を接合してなる網目状構造
体の該導電性繊維の両端に電極が接合されており、該電極に表面粗さを有するアンカー部
が積層され、該アンカー部に発熱体外部から通電可能な貫通孔を有する繊維強化樹脂プリ
プレグシートが積層され、さらに該プリプレグシート面上に該貫通孔より大きな半径の貫
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通孔を有する樹脂フィルムが積層され、これらが加圧加熱処理により成形体を形成してお
り、かつ該貫通孔を形成した部分に対応するアンカー部が樹脂でモールドされている特許
請求の範囲第４項又は第５項に記載の電気式床暖房用パネル。
【請求項７】
　パネル１セットが、２～１０個の電熱ボードからなる特許請求の範囲第４項に記載の電
気式床暖房用パネル。
【請求項８】
　下部材料が木質材料である特許請求の範囲第４項に記載の電気式床暖房用パネル。
【請求項９】
　０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該上部材料が無垢
木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質材料、３０～１
０００μｍ厚（ｔ）の該床表面に平行に上記上部材料の下に配置される熱拡散材料であっ
て、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選ばれる金属材料
、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層され、かつ上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡
散材料の厚み（ｔμm）とが、最大出力の下限値（ｐ１）が６５Ｗ／ｍ２の電気式床暖房
用パネルであってその最大出力の上限値（ｐ２）が各パネル用として
（１）ｐ２が１４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧２．１×ｄ２＋５０
（２）ｐ２が１５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧２．９×ｄ２＋７１
（３）ｐ２が１６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３
（４）ｐ２が１７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３
（５）ｐ２が１８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８
（６）ｐ２が２３０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３
（７）ｐ２が２４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８
（８）ｐ２が２５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３
（９）ｐ２が２６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８
（10）ｐ２が２７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３
（11）ｐ２が２８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８
（12）ｐ２が２９０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３
　を満すように一体に形成されていることを特徴とする低温熱傷防止床暖房用床材。
【請求項１０】
　下部材料が木質材料である特許請求の範囲第９項に記載の床暖房用床材。
【請求項１１】
　床材の全体の厚みが、２～４０ｍｍである特許請求の範囲第９項又は第１０項に記載の
床暖房用床材。
【請求項１２】
　所定数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結された電気式床暖房用パネルと床材と
を組み合わせた電気式床暖房用装置であり、床暖房パネルの最大出力の下限値（ｐ１）が
６５Ｗ／ｍ２で、その最大出力の上限値（ｐ２）が該床暖房パネルと組み合わせて使用す
る床材によって制限されており、
　該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該上部
材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質材料
、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の上記上部材料の下部に該床表面に平行に配置される熱拡
散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選ば
れる金属材料、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層して一体に形成されており、かつ
上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とが、
（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋５０の関係を満たす場合にｐ２が１４０Ｗ／ｍ２である、
（２）ｔ≧２．９×ｄ２＋７１の関係を満たす場合にｐ２が１５０Ｗ／ｍ２である、
（３）ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３の関係を満たす場合にｐ２が１６０Ｗ／ｍ２である、
（４）ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３の関係を満たす場合にｐ２が１７０Ｗ／ｍ２である、
（５）ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８の関係を満たす場合にｐ２が１８０Ｗ／ｍ２である、
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（６）ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３の関係を満たす場合にｐ２が２３０Ｗ／ｍ２である、
（７）ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８の関係を満たす場合にｐ２が２４０Ｗ／ｍ２である、
（８）ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３の関係を満たす場合にｐ２が２５０Ｗ／ｍ２である、
（９）ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８の関係を満たす場合にｐ２が２６０Ｗ／ｍ２である
、
（10）ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３の関係を満たす場合にｐ２が２７０Ｗ／ｍ２である
、
（11）ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８の関係を満たす場合にｐ２が２８０Ｗ／ｍ２である
、
（12）ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３の関係を満たす場合にｐ２が２９０Ｗ／ｍ２である
、
電気式床暖房用パネルを組み合わせたことを特徴とする電気式床暖房装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気式床暖房用パネルとこの上に載置される床材とからなる電気式床暖房シ
ステム、このシステムの施工に用いられる電気式床暖房用パネル及び床暖房用床材、そし
て電気式床暖房装置に関する。更に詳しくは、本発明は、特に床表面との接触による低温
熱傷を生じることなく快適に床暖房を利用することができる低温熱傷防止電気式床暖房シ
ステム、電気式床暖房用パネル、床暖房用床材、電気式床暖房装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から床暖房システムは、一般に発熱体である暖房装置とこの上に載置された床材と
から構成されている。暖房方式により電気式と温水式があり、例えば、電気式ではニクロ
ム線などの発熱体を用いたヒーティングケーブル、炭素系繊維やカーボンブラック等を用
いた面状発熱体が知られており、また温水式では温水を循環する温水パイプが知られてい
る。そして床暖房時の床表面の温度ムラをなくす目的で発熱体の床材に接する面にはアル
ミニウム箔、アルミニウム板あるいは鉄板等の熱伝導率の大きな金属が取付けられている
のが一般的である。即ち、発熱体で生じた熱を金属板などにより水平方向に拡散させて床
表面の温度を均一化する方法が採られている。電気式は、一般に温水式に比べて施工が容
易であるとの利点を有する。
　一方、床暖房用床材としては、例えば、水分等によるソリなどを防止し、かつ熱伝導を
促進させる目的で天然木材板とアルミニウムシートで表裏両面をカバーしたベニア板とを
固着した床材が下記特許文献１に提案されている。
【特許文献１】特開平７－２９２９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　室温を快適な温度に保つには、床暖房からの放熱量を部屋の熱負荷に応じてコントロー
ルする必要がある。通常室温のコントロールは、室温センサーや床温センサーを用いた制
御方法、あるいはこれらのセンサーを組み合わせた制御方法が採られている。部屋の熱負
荷が小さい場合には、床暖房の単位面積当たりの放熱量は比較的少なくても部屋を快適な
温度に保つことができる。このときの床表面温度と室温との差はわずかである。従って、
人体の同一部分が一定場所に長時間接触した場合でも熱伝導による快適な暖房感が得られ
る。
【０００４】
　しかし、部屋の熱負荷が大きくなるにつれて快適な室温を保つためには床暖房の単位面
積当たり大きな放熱量が必要になり、また床表面温度もそれに応じて高くなる。このよう
に単位面積当たりの放熱量が大きい場合に人体の同一部分が床の一定の場所に長時間接触
している状態では、床暖房の発熱体表面に熱拡散材料があるにも拘わらず、床材（即ち、
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木材）の水平方向への熱伝導性が低いために熱のこもり（所謂こもり熱）が発生する。そ
の結果、人体と床の接触部分の温度は何も接触していない床表面に比べて更に高温となり
、低温熱傷を起す場合がある。このような問題を防止する方法として、床暖房の単位面積
当たりの放熱量を一定以上大きくしない方法があるが、部屋の熱負荷が大きい場合には床
暖房の放熱量が限られるために室温が充分に上がらず、快適な温度に保つためには他の補
助暖房装置が必要になる。このような場合では暖房設備費がかさむ上に、頭寒足熱、ムラ
の無い温度空間といった床暖房特有の快適な暖房環境を実現するのは困難である。
【０００５】
　本発明者の深井らは、既に床暖房パネルと床材との間にアルミニウムシートを配置し、
該シートの厚みを変化させることで人体と床との接触部分の温度が変化することを見出し
、アルミニウムシートを厚くすることで接触部分の温度を下げる方法を提案している（大
竹、深井、永村著「床接触温による床暖房システムの安全性の評価－均熱板による床接触
温上昇の低減効果の検証－」（予稿集：日本建築学会大会学術講演梗概集Ｄ－環境工学、
９２５～９２６頁、１９９９））。この方法では床材とアルミニウムシートとが一体化さ
れていないので施工に時間がかかることに加え、床暖房の出力や温水温度に対するアルミ
ニウムシートの厚み設計には特殊なノウハウが必要になる。
【０００６】
　本発明の目的は、低温熱傷を起すことなく、かつ補助暖房などを用いることなく快適に
暖房環境を実現できる電気式床暖房システムを提供することである。
　また本発明の目的は、採用した床材、あるいは採用した電気式床暖房用パネルに応じて
、上記のような電気式床暖房システムの施工を効率よく、容易に行うことができる電気式
床暖房用パネル及び床暖房用床材、そして電気式床暖房装置を提供することでもある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一般に人体組織温度が４２℃以下であれば人体組織に不可逆的変化は生じないとされて
いる（例えば、山田、棚澤他著「からだと熱の流れの科学」（テクノライフ選書、１９９
８年１０月３０日、オーム社発行））。本発明者らはこのような観点から上記こもり熱に
よる低温熱傷を防止するための方法について検討を進めた。その結果、低温熱傷を防止し
て、より快適な暖房環境を実現するためには、部屋の熱負荷が大きく、床暖房からのより
大きな単位面積当たりの放熱量が必要とされる場合でも床表面上の床との接触面における
人体接触温度を４２℃以下に抑えることが必要であり、そのためには、熱伝導に大きく寄
与する床材の構造、特に熱拡散材料の厚さ（ｔ）とこの熱拡散材料から床表面までの距離
、即ち、上部材料の厚さ（ｄ）とを暖房装置の単位面積当たりの放熱量に応じて調整する
ことが有効であり、しかも暖房装置の放熱量との関係から実験的に算出したデータを基に
、これらを導入して得た特定の関係式（Ｉ）を用いて上部材料及び熱拡散材料の厚さを調
整することで、任意の暖房装置の放熱量（ヒータの出力の表面温度）に対して効率良く容
易に床材を設計でき、それにより目的の床暖房システムを製造できることを見出した。
　また、上記電気式床暖房システムの施工に際しては、上記の関係式（Ｉ）に基づいて得
た特定構造の床材と特定の最大出力の電気式床暖房用パネルとを組み合わせて使用するこ
とで低温熱傷が生じることなく、快適な暖房環境を実現したシステムを容易に施工できる
ことを見出した。
【０００８】
　本発明は、電気式床暖房用パネルとこの上に載置される床材とからなる電気式床暖房シ
ステムにおいて、該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）で床表面を形成する上部材料で
あって、該上部材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選
ばれる木質材料、３０～１０００μｍ厚（ｔ）で上記上部材料の下部に該床表面に平行に
配置される熱拡散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムから
なる群より選ばれる金属材料、そして上記パネルにその下面を接して配置される下部材料
とからなり、これらが積層して一体に形成されており、かつ最大出力の下限値（ｐ１）が
６５Ｗ／ｍ２の下記パネル（１）～（１２）であってその各最大出力の上限値（ｐ２）に
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応じて予め決められた係数ａ、ｂを導入して得た下記関係式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ≧ａ×ｄ２＋ｂ　　　　（Ｉ）
（１）ｐ２が１４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが２．１でｂが５０
（２）ｐ２が１５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが２．９でｂが７１
（３）ｐ２が１６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが４．５でｂが１１３
（４）ｐ２が１７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが７．６でｂが１６３
（５）ｐ２が１８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１７．９でｂが２２８
（６）ｐ２が２３０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが６９．４でｂが５５３
（７）ｐ２が２４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが７９．７でｂが６１８
（８）ｐ２が２５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが９０．０でｂが６８３
（９）ｐ２が２６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１００．３でｂが７４８
（10）ｐ２が２７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１１０．６でｂが８１３
（11）ｐ２が２８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１２０．９でｂが８７８
（12）ｐ２が２９０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ａが１３１．２でｂが９４３
を満たすように、上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とを設定す
ることにより、床材が構成されていることを特徴とする電気式低温熱傷防止床暖房システ
ムにある。
【０００９】
　本明細書において、電気式床暖房用パネルの最大出力の下限値（ｐ１）とは、施工対象
とする部屋の面積当たりの熱負荷に応じて快適な室温に保つために最低限必要な放熱量を
与える最大出力値（Ｗ／ｍ２）を意味する。この下限値（ｐ１）は、[（木造、マンショ
ン等に応じて予め設定された単位面積当たりの最大熱負荷）／０．７（最大の敷設面積率
）]の式で与えられ、各パネル共通に６５Ｗ／ｍ２、好ましくは９０Ｗ／ｍ２で設定され
る。またその最大出力の上限値（ｐ２）とは、最大出力で表示されているパネルの放熱量
の最大出力値（Ｗ／ｍ２）を意味する。
　また、本明細書において、床との接触面における人体表面温度とは、床との接触面にお
ける閉塞された床上の着衣を介した人体皮膚表面温度を意味する。人体皮膚表面温度、即
ち、人体皮膚表面の床との接触温度は、人体側の生理的な状態、あるいは接触部位、接触
圧、接触時間などの影響を受け、変動する。このため、本明細書では、人体皮膚表面温度
は、人体皮膚表面の床との接触温度を実際に測定して得た温度にほぼ近い温度の測定が可
能な装置（床接触温度推定装置「ＥＦＣＴ計」）を用いて測定した温度を意味する。なお
、上記床接触温度推定装置（第３図参照）については、特開２００１－２７２２８４号公
報（「床暖房の評価装置」）に記載されている。
【００１０】
　また本発明は、所定数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結された電気式床暖房用
パネルであり、該パネル１セット以上使用した敷設面積が、施工する部屋の床面積の５０
～７０％になるように予め設定されており、かつ床暖房パネルの最大出力の下限値（ｐ１
）が６５Ｗ／ｍ２で、その最大出力の上限値（ｐ２）が該床暖房パネルと組み合わせて使
用する床材によって制限されており、
　該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該上部
材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質材料
、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の上記上部材料の下部に該床表面に平行に配置される熱拡
散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選ば
れる金属材料、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層して一体に形成されており、かつ
上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とが、
（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋５０の関係を満たす時ｐ２が１４０Ｗ／ｍ２である、
（２）ｔ≧２．９×ｄ２＋７１の関係を満たす時ｐ２が１５０Ｗ／ｍ２である、
（３）ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３の関係を満たす時ｐ２が１６０Ｗ／ｍ２である、
（４）ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３の関係を満たす時ｐ２が１７０Ｗ／ｍ２である、
（５）ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８の関係を満たす時ｐ２が１８０Ｗ／ｍ２である、
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（６）ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３の関係を満たす時ｐ２が２３０Ｗ／ｍ２である、
（７）ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８の関係を満たす時ｐ２が２４０Ｗ／ｍ２である、
（８）ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３の関係を満たす時ｐ２が２５０Ｗ／ｍ２である、
（９）ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８の関係を満たす時ｐ２が２６０Ｗ／ｍ２である、
（10）ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３の関係を満たす時ｐ２が２７０Ｗ／ｍ２である、
（11）ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８の関係を満たす時ｐ２が２８０Ｗ／ｍ２である、
（12）ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３の関係を満たす時ｐ２が２９０Ｗ／ｍ２である、
　ことを特徴とする電気式床暖房用パネルにある。
　
【００１１】
　更に本発明は、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該
上部材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質
材料、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の該床表面に平行に上記上部材料の下に配置される熱
拡散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選
ばれる金属材料、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層され、かつ上記上部材料の厚み
（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とが、最大出力の下限値（ｐ１）が６５Ｗ／ｍ２

の電気式床暖房用パネルであってその最大出力の上限値（ｐ２）が各パネル用として
（１）ｐ２が１４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧２．１×ｄ２＋５０
（２）ｐ２が１５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧２．９×ｄ２＋７１
（３）ｐ２が１６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３
（４）ｐ２が１７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３
（５）ｐ２が１８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８
（６）ｐ２が２３０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３
（７）ｐ２が２４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８
（８）ｐ２が２５０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３
（９）ｐ２が２６０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８
（10）ｐ２が２７０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３
（11）ｐ２が２８０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８
（12）ｐ２が２９０Ｗ／ｍ２のパネルの場合、ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３
　を満すように一体に形成されていることを特徴とする低温熱傷防止床暖房用床材にある
。
【００１２】
　更に又本発明は、所定数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結された電気式床暖房
用パネルと床材とを組み合わせた電気式床暖房用装置であり、床暖房パネルの最大出力の
下限値（ｐ１）が６５Ｗ／ｍ２で、その最大出力の上限値（ｐ２）が該床暖房パネルと組
み合わせて使用する床材によって制限されており、
　該床材が、０．０１～１２ｍｍ厚（ｄ）の床表面を形成する上部材料であって、該上部
材料が無垢木材、合板、ＭＤＦボード及びＨＤＦボードからなる群より選ばれる木質材料
、３０～１０００μｍ厚（ｔ）の上記上部材料の下部に該床表面に平行に配置される熱拡
散材料であって、該熱拡散材料がアルミニウム、銅及びマグネシウムからなる群より選ば
れる金属材料、及び該熱拡散材料の下の下部材料が積層して一体に形成されており、かつ
上記上部材料の厚み（ｄmm）と熱拡散材料の厚み（ｔμm）とが、
（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋５０の関係を満たす場合にｐ２が１４０Ｗ／ｍ２である、
（２）ｔ≧２．９×ｄ２＋７１の関係を満たす場合にｐ２が１５０Ｗ／ｍ２である、
（３）ｔ≧４．５×ｄ２＋１１３の関係を満たす場合にｐ２が１６０Ｗ／ｍ２である、
（４）ｔ≧７．６×ｄ２＋１６３の関係を満たす場合にｐ２が１７０Ｗ／ｍ２である、
（５）ｔ≧１７．９×ｄ２＋２２８の関係を満たす場合にｐ２が１８０Ｗ／ｍ２である、
（６）ｔ≧６９．４×ｄ２＋５５３の関係を満たす場合にｐ２が２３０Ｗ／ｍ２である、
（７）ｔ≧７９．７×ｄ２＋６１８の関係を満たす場合にｐ２が２４０Ｗ／ｍ２である、
（８）ｔ≧９０．０×ｄ２＋６８３の関係を満たす場合にｐ２が２５０Ｗ／ｍ２である、
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（９）ｔ≧１００．３×ｄ２＋７４８の関係を満たす場合にｐ２が２６０Ｗ／ｍ２である
、
（10）ｔ≧１１０．６×ｄ２＋８１３の関係を満たす場合にｐ２が２７０Ｗ／ｍ２である
、
（11）ｔ≧１２０．９×ｄ２＋８７８の関係を満たす場合にｐ２が２８０Ｗ／ｍ２である
、
（12）ｔ≧１３１．２×ｄ２＋９４３の関係を満たす場合にｐ２が２９０Ｗ／ｍ２である
、
電気式床暖房用パネルを組み合わせたことを特徴とする電気式床暖房装置にある。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の電気式床暖房システムを用いることにより、低温熱傷を生じることなく快適に
床暖房を享受することができる。また本発明の電気式床暖房システムでは、採用する最大
出力の電気式床暖房用パネル、あるいは採用する床材に応じて効率良く容易に最適な床材
、あるいはパネルを設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明を更に詳細に説明する。
　本発明の低温熱傷防止電気式床暖房システム（以下、単に床暖房システム、あるいはシ
ステムと称する場合がある）の構成を模式的に第１図に示す。
　第１図に見られるように、本発明の電気式床暖房システム１は、電気式床暖房用パネル
（パネルヒーター）１０とこの上に載置される床材２０とからなる。床材２０は、床表面
を形成する上部材料２１、上部材料の下部に該床表面２４に平行に配置される熱拡散材料
２２、そして上記パネルにその下面を接して配置される下部材料２３とからなる。そして
これらの材料は積層して一体に形成されている。即ち、床材は、上下部材で熱拡散材料を
サンドイッチ状に挟んだ三層構造を有する。
【００１５】
　上部材料２１は、木質材料で形成されていることが好ましく、例えば、無垢木材、合板
、ＭＤＦ（ミディアムデンシティファイバー）ボード、ＨＤＦ（ハイデンシティファイバ
ー）ボードを挙げることができる。その他に、例えば、塩化ビニールシート、遮音直貼り
化粧合板、カーペット、畳、大理石、タイルなどの仕上げ材などを用いることができる。
上部材料２１の厚さ（ｄ）は、０．０１～１２ｍｍであり、好ましくは０．３～１０ｍｍ
であり、更に好ましくは、０．４～１０ｍｍである。
【００１６】
　熱拡散材料２２としては、木質材料より熱伝導率の大きなものであることが好ましく、
例えば、アルミニウム、銅、及びマグネシウムなどの金属材料を挙げることができる。ま
た高い熱伝導率を有する材料として、例えば、炭素繊維、黒鉛などの非金属材料を用いる
こともできる。熱拡散材料の熱伝導率は、１００～５００Ｗ／ｍＫの範囲にあることが好
ましい。本発明ではアルミニウムを用いることが好ましい。熱拡散材料の厚み（ｔ）は、
３０～１０００μｍであり、好ましくは、１００～５００μｍである。
【００１７】
　下部材料２３は、上部材料と同様に木質材料で形成されていることが好ましい。下部材
料の厚さは、床材の全体の厚みを考慮して決められるが、通常０．１～３９．９６ｍｍで
あり、好ましくは３～１５ｍｍである。
【００１８】
　上記上部材料、熱拡散材料、及び下部材料を積層させて一体に形成するには、通常接着
剤が用いられる。接着剤としては、例えば、ユリア樹脂、ユリア・メラミン樹脂、フェノ
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を木質材料で形成した場合、木質材料と熱拡散材料とをホットプレスによって接着するこ
とができる。本発明では、床材の全体の厚みは、２～４０ｍｍであることが好ましく、さ
らに好ましくは４～１５ｍｍである。
【００１９】
　本発明のシステムに用いられる電気式床暖房用パネルは、従来からこの用途に用いられ
ているものであれば特に制限は無い。これらの例としては、発熱体の形態により、ボード
、マット、シート、ケーブル、パネル、パイプ、その他の採暖具、あるいはオンドル構造
などの床下に入れて使用する発熱器具を挙げることができる。本発明で用いる床暖房用パ
ネルにはこれらの形態が含まれるが、本発明では、例えば、特開２０００－８１２２１号
公報に記載されている、複数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結された電気式床暖
房用パネル（以下単に、パネルと称する場合がある）を用いることが好ましい。このタイ
プのパネルを用いることで、システムの施工が容易になる。なお、このタイプのパネルに
ついての詳細は後述する。
【００２０】
　上記複数の電熱ボードからなるパネルの設計に際しては、所定数の電熱ボードからなる
一組（１セット）のパネルを１セット以上使用した所定数からなるパネルの敷設面積が、
施工する部屋の床面積の５０～７０％、好ましくは、６０～７０％になるように予め設定
しておく。それによって、施工する部屋の床面積に応じて必要な数のパネルを用意するこ
とができ、施工する部屋の床面積に合った施工が容易に可能である。
【００２１】
　次に、採用する任意の放熱量（ヒータの最大出力）のパネルに対して、最適な床材を設
定することにより、電気式床暖房システムを製造する方法を説明する。
　まず、上部材料の厚み（ｄ）ｍｍと熱拡散材料の厚み（ｔ）μｍとの関係は、下記式（
Ｉ）で表される。
　　　　　　　　　ｔ≧ａ×ｄ２＋ｂ　　　　（Ｉ）
　ここで、上記係数ａ、ｂは、それぞれ本発明者らが各パネルの最大出力（ｐ２：Ｗ／ｍ
２）に応じて実験的に求めたものであり、従って、最大出力パネル毎に予め決められてい
る。本発明では、下記表１のように最大出力に応じて（１）～（１２）のパネルに対して
係数ａ、ｂが決められている。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　上記（Ｉ）式は、熱拡散材料の厚み（ｔμｍ）と上部材料の厚み（ｄｍｍ）が、二次の
不等式の関係にあることを示している。
　例えば、採用する任意のパネルの出力が１２６Ｗ／ｍ２の場合には、（１）最大出力１
４０Ｗ／ｍ２のパネルの場合の係数ａ、ｂ、即ち、ａ＝２．１、ｂ＝５０を用いて、関係
式（Ｉ）は、下記の関係式で与えられる。
　　　　　　　　　ｔ≧２．１×ｄ２＋５０
　上記表１から、用いるパネルの最大出力が大きくなるに従って係数ａ、ｂが大きくなる
ため、そこから導かれる式で表されるｔの領域は、狭められることになる。この関係を第
２図に示す。第２図は、最大出力が（１）１４０Ｗ／ｍ２、（２）１５０Ｗ／ｍ２、（４
）１７０Ｗ／ｍ２、そして（６）２３０Ｗ／ｍ２の各パネルの場合に、熱拡散材料の厚み
（ｔ）を縦軸に、そして上部材料の厚み（ｄ）を横軸にてプロットしたグラフである。例
えば、最大出力が１４０Ｗ／ｍ２のパネルを用いた場合が第２図の中で最も熱拡散材料の
厚み（ｔ）と上部材料の厚み（ｄ）を選択できる自由度が高くなる（第２図の（ａ）の曲
線（１）で囲まれた影の部分）。そして最大出力が上昇するにつれて第２図の（ｂ）から
（ｄ）に二次曲線は移動して、最大出力が２３０Ｗ／ｍ２のパネルの場合（第２図の（ｄ
）の曲線（６）で囲まれた影の部分）にはその自由度が低く、ｔの領域は狭められること
になる。
【００２４】
　また上記関係式（Ｉ）から、床材を設計する場合、上部材料の厚み（ｄ）を薄くした場
合、即ち、床表面との距離を短くした場合には、熱拡散材料の厚み（ｔ）を薄くすること
ができる。一方、上部材料の厚み（ｄ）を厚くした場合、即ち、床表面との距離を長くし
た場合には、熱拡散材料の厚み（ｔ）を厚くすることができる。この関係は、採用する任
意のパネルの出力に対し、それに対応する上記最大出力のパネルの係数ａ、ｂを関係式（
Ｉ）に導入して得た関係式においても同様に成立する。
【００２５】
　従って、採用した任意の出力のパネルに対して、得られた二次の不等式を満たすように
上記所定厚（ｄ）と（ｔ）の範囲内で上部材料の厚み（ｄ）と熱拡散材料の厚み（ｔ）と
を設定することで低温熱傷を生じることのない最適な床材を効率良く容易に設計すること
ができ、従って快適な暖房環境を実現する床暖房システムを得ることができる。
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【００２６】
　本発明の電気式床暖房システムにおいては、予め設定した所定構造の床材（採用した床
材）に対して、低温熱傷が生じることなく、かつ快適な床暖房空間を実現できる適したパ
ネルの提供が容易にできる。また所定の最大出力の電気式床暖房パネル（採用したパネル
）に対しても同様に適した床材の提供が容易にできる。例えば、施工対象とする部屋に対
して、上部材料の厚み（ｄ）と熱拡散材料の厚み（ｔ）とが、（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋
５０の関係を満たすように床材を設計した場合には、パネルとして、その最大出力（ｐ２
）が１４０Ｗ／ｍ２のパネルを組み合わせて用いることで、容易に本発明のシステムを施
工できる。一方、例えば、施工対象とする部屋に対して、最大出力（ｐ２）１４０Ｗ／ｍ
２のパネルを用いてヒータを設計した場合には、床材として、（１）ｔ≧２．１×ｄ２＋
５０の関係を満す床材を組み合わせて用いることで同様に容易に本発明のシステムを施工
することができる。また、上部材料の厚み（ｄ）と熱拡散材料の厚み（ｔ）との関係を前
記（２）～（１２）の式で示される関係で床材を設計した場合、あるいは各最大出力でパ
ネルを設計した場合にも、それぞれに対応した各パネル、あるいは各床材を組み合わせる
ことで同様に本発明のシステムを容易に施工することができる。
【００２７】
　次に電気式床暖房用パネルについて更に説明する。
　電気式床暖房用パネルは、複数の電熱ボードが折り畳み可能な状態で連結されてなるも
のである。
　まず、電熱ボードについて説明する。
　電熱ボードとは、パネルを構成する発熱器具の単位を意味しており、通電発熱し通常使
用時の耐熱性と自身および周囲の過昇温を防止する安全装置を有している。第４図は、本
発明で用いられる電熱ボード４１の好ましい一例を示すもので、ボード面に対して垂直断
面図（１）及びその断面図のＡ－Ａ’面に沿った平断面図（２）を示す。
【００２８】
　電熱ボード４１は、その周囲外郭に強度のある桟木（枠）４２を配置し、内部に軽量か
つ保温性に優れた断熱材４３を配置し、上面に面状発熱体４４を固定し、下面に補強シー
ト４５が固定してなるものである。所望により、面状発熱体４４の上面または下面には均
熱材４６を固定することができる。面状発熱体、補強シート、および均熱材などの固定は
、接着、釘打ち、はめ込み、両面粘着テープなどによる粘着などによって行うことができ
る。電熱ボード周囲のみに枠を配することで、ボード全体が軽量かつ高強度になり、また
自重による反り等の変形も抑制することができる。また複数の電熱ボードからなるパネル
として構成した場合でもパネル全体の操作性が向上し、施工時の展開敷設も容易になる。
なお、第４図に示す例では、電熱ボードの４辺が桟木（枠）で囲まれているが、更に強度
が必要な場合は内部に縦および／または横に桟木を増やすこともできる。
【００２９】
　桟木（枠）４２は、木材等の補強材４８のみで構成してもよいが、第４図に示すように
、補強材４８と防振防音材４７との積層構造であることが好ましい。この場合、この桟木
（枠）４２の積層構造は、補強材４８と防振防音材４７との上下が逆のもの、また３層以
上にすることもできる。補強材４８には、具体的には、木材、合板、軽量プラスチック等
が用いられる。また防振防音材４７は、振動減衰が得られかつ上部からの荷重に耐えうる
反発力をもつ材料からなり、具体的にはクロロプレン等をベースとしたゴム系シート材、
改質アスファルト系シート材、圧縮ウレタン発泡材、ポリエチレン発泡材等、あるいはこ
れらの材料に振動減衰を高めるためのフィラー、添加物を含んだものを用いることができ
る。
【００３０】
　第４図に示すように、桟木（枠）４２を積層構造とし、かつこの上面には面状発熱体４
４、また下面には補強シート４５、そして内部には断熱材４３と配線および安全装置等を
配置すると、面状発熱体下面と枠上面および断熱材上面が固定され、さらに補強シート上
面と枠下面および断熱材下面が固定されるため、電熱ボード全体として高い強度が得られ
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る。またこの枠部分には面状発熱体の絶縁部分を配置することができる。こうすることで
、パネルの固定とその上の床材の固定に必要な、接着、釘打ち、はめ込み、ビス止めなど
の可能領域を確保することができる。この可能領域を上記のような補強材と防振防音材か
らなる積層とすることで、電熱ボード上の床材から電熱ボード下の床下地材への音の伝播
も抑制され、静粛性に優れた暖房床構造を得ることもできる。
【００３１】
　断熱材４３は、面状発熱体から発生した熱が裏面から放出するのを抑え、かつ上面の床
材方向に有効に熱を伝える作用をもたせるために、軽量で断熱効果があり、発熱体の通常
使用温度に対する耐熱性を有するものが好ましい。例えば発泡ポリウレタン、発泡ポリエ
チレン、発泡ポリプロピレンなどの発泡樹脂、または硬質木質繊維板あるいは軽量木質繊
維板などの木質繊維成形体、ポリエステル繊維、ポリエーテルエーテルケトン繊維などの
合成繊維等からなるフェルトマットなどが用いられる。
【００３２】
　面状発熱体４４は、電熱ボードの上面に固定される。使用される面状発熱体は、特に限
定されないが、耐久性および遠赤外線放射効率の見地から炭素繊維を発熱抵抗体とする面
状発熱体が好ましい。またパネルの厚さを抑え、省スペースなパネルを得るために、面状
発熱体は薄型のものが好ましく、厚さ２ｍｍ以下のものが好ましく、さらに好ましくは厚
さ０．８ｍｍ以下のものが使用される。本発明に面状発熱体として使用できる好適な面状
発熱体としては、例えば、特開平８－２０７１９１号公報あるいは特開２０００－１３３
４２２号公報に開示されている発熱体が挙げられる。本発明に用いる好ましい発熱体に付
いては後述する。
【００３３】
　補強シート４５は、電熱ボードの下面に固定され、断熱材および枠の下面に固定するこ
とにより電熱ボードの強度を増すとともに、電熱ボードの内部回路を保護する役目を有す
る。材料としては、具体的にはポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル等のワリフ
シート、あるいはこのワリフシートと紙のラミネート品、プラスチック系やアスファルト
系の各種防水シート、ベークライト等のプラスチック成形板、ブリキやアルミあるいはス
テンレス等の金属板等を用いることができ、またこれらを同時に複数用いることもできる
。
【００３４】
　均熱材４６は、面状発熱体から発熱された熱を均一にして、その上部の床材に伝えるも
のである。これらの例としては、金属の箔、板などを挙げることができ、具体的には、ア
ルミニウム、銅などが用いられる。
【００３５】
　第５図は、複数の電熱ボードを折り畳み状態に連結してパネルを作るのに好適な電熱ボ
ードの好ましい一例を模式的に示す図である。
　第５図に示すように、電熱ボード４１の桟木（枠）４２には、連結帯５２を通す孔５３
が設けられている。孔５３の数は、折り畳み状態の複数のボードを展開する際のねじれを
防止し、梱包時の折り畳み収納および施工時の展開作業を容易にするために、連結部の一
辺当たり複数個、好ましくは２個設けることが好ましい。連結帯はその長さを調節できる
ため、連結したときの隣り合う電熱ボードとの間隔が調節でき、従って、折り畳む際に各
種厚さの電熱ボードに対応させることができる。連結帯としてはループ状のプラスチック
、ひも、針金などを用いることができる。このなかでインシュロックと呼ばれるプラスチ
ック製の電線コードを束ねる部品が強度、操作性、後で切断する時の容易性、価格などの
点で好ましい。
【００３６】
　電熱ボード４１の一辺の外郭近くの内部には、電源線（およびアース線を含む）４９を
収納し、共通した１本の電源線で複数の電熱ボード間を配線できる、所謂渡り配線とする
ための収納部（空間）５０が形成されている。収納部５０は、１本の電源線で個々の電熱
ボード間を連結できるようにボードの一辺に沿って、その一端から他端まで貫通して設け
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られている。この収納部５０には、複数の電熱ボードを並列にそれらの連結部を密着状態
で配置して各ボード間に渡り配線を配設した場合、余分な長さの電源線の部分（折り畳ん
だ状態の場合に必要な部分）を収納することができる。第６図は、隣り合う電熱ボードを
密着した状態で敷設したときの電源線の電熱ボード内への収納状態を模式的に示す図であ
る。第６図（ａ）に示されるように、展開時には隣り合う電熱ボードの隙間により連結部
に約３０ｍｍ程度露出した電源線を有するが、第６図（ｂ）に示すように、隣り合う電熱
ボードを密着して敷設した場合には、その露出した部分の電源線部分は、電熱ボード内の
収納部５０に収納することができる。なお、収納部には、電源線４９を誘導し、固定する
ガイド５１が配置されている。なお、このガイド５１の全部または一部は、電源線４９を
面状発熱体４４に分岐する電極のキャップを兼ねていてもよい。
【００３７】
　本発明で用いる電気式床暖房用パネルは、上記所定数の電熱ボードが各々連結帯により
折り畳み可能な状態で連結されている。
　電熱ボードの電気的な連結手段は、所定数の電熱ボードからなるパネル全体の出力から
算出した定格電流に対し適切な仕様を有する電気配線に関する各種規定に沿った電源線で
ある。電気回路上は、この電源線に予め所定数の全ての電熱ボードが並列に接続されてお
り、その接続部は各電熱ボードの内部に格納されている。
【００３８】
　次に所定数の電熱ボードが折り畳み状態で連結された電気式床暖房用パネルの敷設手順
を説明する。
　第７図は、所定数の電熱ボードが折り畳み状態で連結されたパネルを床下地に展開、敷
設する手順を模式的に示す図である。
　第７図の（ａ）～（ｄ）に示されるように、パネルが梱包された状態では、パネルを構
成する個々の電熱ボードは、連結部でジグザグに折り畳まれている（ａ）。このパネルを
施工現場に搬入、開梱し、このパネルを引き伸ばして展開する（ｂ）。折り畳まれた状態
のパネルの裏面側を床下地に接地させ、個々の電熱ボードを左右に展開して敷設する（ｃ
）。この（ｃ）の段階のパネルは、折り畳まれていたときの連結部の曲がり代として、隣
り合う電熱ボードが約３０ｍｍ間隔離れて敷設される。このような間隔を置いた状態で敷
設すると、予め所定の敷設面積で設定したパネルであっても施工する部屋の面積に合わな
くなり、施工割付上好ましくない。このため、隣り合う電熱ボード間の間隔を詰め、密着
して敷設することにより、パネルの敷設が完了する（ｄ）。
【００３９】
　上記隣り合う電熱ボードを互いに密着状態で敷設するには、第８図に示す方法で行うこ
とができる。第８図の（ａ）～（ｃ）に示すように、連結帯によって繋がれた隣り合う電
熱ボードを連結体を引き上げ、締めることで両ボードを中心方向に移動させ、密着させ、
最後に、連結帯を切断、除去することにより、両ボードを密着状態で敷設することができ
る。電熱ボードを密着して敷設することにより、施工対象の部屋におけるパネル全体の敷
設位置を定めることが可能となり、その後の床仕上げ工事における床材の釘打ち位置を指
定することができ、従って釘打ち位置の誤りに起因するトラブルを防ぐことができる。
【００４０】
　本発明に用いるパネルは、施工の際に一人で展開敷設が可能であり、また個々の電熱ボ
ード間の電源線結線工事が不要であるため、施工時間を大幅に短縮でき、また特殊な技能
を持たずとも敷設することができる。また施工される床下地としては、例えば木質床下地
、コンクリート床下地、乾式遮音二重床などを挙げることができる。
【００４１】
　次に本発明で好ましく用いられる発熱体について説明する。
　第９図は、本発明で好ましく用いられる発熱体の一例の分解斜視図を示し、第１０図は
、発熱体の電極部分の断面図を示す。
【００４２】
　第９図及び第１０図に示すように、発熱体６０は、非導電性繊維６５と導電性繊維６６
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とからなる網目状構造体７７を樹脂材料、セラミック材料、金属材料などを用いて両側か
ら挟んだ積層構造からなる。網目状構造体７７の下側には、網目状構造体の下面の繊維強
化樹脂プリグレグシート６４、樹脂付き樹脂フィルム６３、均熱材６２、そして保護用フ
ィルム６１が積層されている。また、網目状構造体７７の上側には、該網目状構造体に接
続した電極６７、網目構造体７７の上面に設けられたアンカー部６８、リード線貫通孔を
有する繊維強化樹脂プリグレグシート６９、リード線用貫通孔を有する樹脂フィルム７０
、そして断熱材７１が積層されている。リード線７５は、アンカー部６８と接続され、更
にこの接続部分は樹脂７３でモールディングされている。
【００４３】
　まず、網目状構造体７７について説明する。
　網目状構造体７７は、非導電性繊維６５と導電性繊維６６とを用い、それらの交点にお
いてそれらに含まれる熱可塑性樹脂あるいは熱可塑性樹脂繊維が加熱処理により融着する
ことにより接合され、網目状構造を有するものである。
【００４４】
　非導電性繊維６５としては、導電率１０－５Ｓ／ｍ以下、好ましくは１０－９Ｓ／ｍ以
下の非導電性繊維であればどのような繊維でも用いることができるが、例えば、ガラス繊
維、アラミド繊維、セラミック繊維、アルミナ繊維及びナイロン繊維などが好ましく用い
られる。またその耐熱温度は、通常８０℃以上、好ましくは１００℃以上、より好ましく
は１５０℃以上の繊維が用いられる。非導電性繊維は好ましくは連続繊維であり、１０～
１００，０００フィラメント、好ましくは５００～１２，０００フィラメントから構成さ
れる。
【００４５】
　導電性繊維６６としては、発熱体として利用可能な導電性の繊維であればいずれの繊維
でも良く、通常導電率１０～１０７Ｓ／ｍ、好ましくは１０３～１０７Ｓ／ｍ、より好ま
しくは１０４ ～１０６Ｓ／ｍの繊維が用いられる。導電性繊維としては、例えば、カー
ボンブラックや金属粒子を分散した樹脂などからなる導電性繊維；ポリアセチレン、ポリ
ピロール、ポリピリジン自体あるいはこれらに金属をドープした導電性高分子繊維；鉄、
銅、ニッケル、クロムなどの金属やステンレス；Ｎｉ－Ｃｒ、Ｎｉ－Ｃｕ－Ｆｅ、Ｎｉ－
Ｃｕなどの合金を原料とした金属繊維および炭素繊維などが挙げられるが、特に入手しや
すさ、軽量性、可撓性、耐食性、引張強度に優れる点から炭素繊維が好ましく用いられる
。
【００４６】
　炭素繊維としては、ピッチ系、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）系、セルロース系炭素
繊維などあらゆる種類の炭素繊維が導電性繊維として用いられる。炭素繊維は配向性があ
り、高い温度で焼成した繊維ほど導電率は良くなるが、焼成温度は８００～３３００℃、
好ましくは１１００℃～２８００℃で処理した炭素繊維および／又は０．５～１０ｇ／フ
ィラメント、好ましくは１～５ｇ／フィラメントの張力をかけて焼成した炭素繊維が好ま
しく用いることができる。
【００４７】
　導電性繊維は、好ましくは連続繊維であり、それぞれ１０～１００，０００フィラメン
ト、好ましくは５００～１２，０００フィラメントからなる導電性繊維束で構成すること
ができる。
【００４８】
　上記導電性繊維および非導電性繊維には撚りをかけても良い。撚りをかける時期は混繊
繊維であれば混繊後、その他の場合はいずれの工程で撚りをかけても良い。撚りをかけた
場合は特に導電性繊維、特に炭素繊維の毛羽の発生を少なくできる。撚りをかける程度は
どのような程度でもよいが、網目状構造の交点で押しつぶされ偏平になって良好な接合状
態になる程度が好ましい。
【００４９】
　導電性繊維および非導電性繊維は、少なくとも一方の繊維を熱可塑性樹脂あるいは熱可
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塑性樹脂繊維を任意の割合で、好ましくは熱可塑性樹脂繊維を５～７０質量％、より好ま
しくは１０～６０質量％の割合で混成することができる。ここで混成とは（１）上記導電
性繊維あるいは非導電繊維の１００～１０００００フィラメントからなる１本の繊維束が
熱可塑性樹脂で被覆されていること、（２）導電性繊維あるいは非導電性繊維および熱可
塑性繊維が１００～１０００００フィラメントの１本の繊維束として混繊されていること
、（３）導電性繊維あるいは非導電性繊維の表面に熱可塑性樹脂繊維が規則的あるいはラ
ンダムに付着して１本の繊維束となっていることをいう。
【００５０】
　上記被覆方法としては、押出法、熱可塑性樹脂を熱溶融あるいはエマルジョン化して浸
漬する方法、スプレー法、静電塗装法など繊維束内外部、特に繊維束外部を樹脂で被覆す
る方法であればどのような方法でも良く、また融点、分子量、化学的組成など物理的・化
学的構造の異なる２種類の樹脂を用いて２層以上に被覆しても良い。この場合外側の熱可
塑性樹脂は内側の熱可塑性樹脂よりも低融点のものを使用すると繊維の被覆が十分に行え
かつ繊維同士の交点での接合も容易である。また、混繊方法としては、各々の繊維１００
～１０００００フィラメントを空気流（エアージェット）などで均一に混ぜ合わせる方法
が好ましく用いられる。
【００５１】
　熱可塑性樹脂および熱可塑性樹脂繊維は、熱可塑性樹脂として通常知られる樹脂であれ
ばどのような樹脂でも用いることができ、好ましくはナイロン樹脂、液晶性芳香族ポリア
ミド樹脂、ポリエステル樹脂、液晶性芳香族ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポ
リエーテルスルホン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリエーテルエーテルケト
ン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ビニロン樹脂、アラミド樹脂、及びフ
ッ素樹脂などの樹脂を挙げることができる。上記熱可塑性樹脂の融点は、８０℃以上、好
ましくは１００℃以上、より好ましくは１５０℃以上である。
【００５２】
　また導電性繊維と混成する熱可塑性樹脂および熱可塑性樹脂繊維として、カーボンブラ
ックや銀、銅などの金属粒子を分散した熱可塑性樹脂および熱可塑性樹脂繊維などからな
る導電性樹脂あるいは導電性樹脂繊維を用いてもよい。導電性樹脂あるいは導電性樹脂繊
維の導電率は１０－２～１０５Ｓ／ｍであることが好ましい。
【００５３】
　網目状構造体は、上記導電性繊維および非導電性繊維を用いて任意の網目状構造、目開
きで形成することができる。
　上記網目状構造としては、平織り、綾織り、朱子織り、絡み織り、模しゃ織りなどの織
物；井桁状組布、３軸組布、多軸組布などの織機を用いないで造った組布といわれるメッ
シュ状の不織布など任意の構造とすることができるが、製造工程の簡単なことなどから組
布が好ましく用いられる。網目状構造を作る場合、各繊維の配置方向は、どのような配置
でも良いが、例えば、（ａ）導電性繊維を経糸方向など一方向に配置し、非導電性繊維を
導電性繊維と実質的に直交する方向に配置して織物状あるいは組布状に形成する方法、（
ｂ）導電性繊維を経糸方向など一方向に配置し、非導電性繊維を導電性繊維と同じ方向お
よび異なった一方向以上の複数の方向に配置し、織物状あるいは組布状に形成する方法な
どを用いることができる。
【００５４】
　組布状に形成するときは導電性繊維の上下に非導電性繊維を配置する方法、導電性繊維
の上部のみあるいは下部のみに非導電性繊維を配置する方法の何れの方法も用いることが
できるが、導電性繊維を保護するため組布状あるいは目開きの大きな織物状の非導電性繊
維を導電性繊維の上下方向から挟んで融着する方法が好ましく採用される。上記のように
配置した導電性繊維は繊維の交点が熱溶融して融着したとき偏平な断面形状となるが、偏
平な繊維の方が表面積が大きくなり発熱効率は向上する。
【００５５】
　上記導電性繊維は必ずしも網目状構造体内に均等に配置させる必要はなく、上記（ａ）
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、（ｂ）の配置の場合であれば導電性繊維束を２本以上、好ましくは５～１５本を１組と
した２以上の複数のブロックに分け、各ブロック間の間を開けて配置することもできる。
各ブロック内の導電性繊維は各導電性繊維同士が接触しない距離で、１～１００ｍｍ、好
ましくは３～５０ｍｍの間隔で平行に配置され、さらに各ブロック間は１０～３００ｍｍ
、好ましくは３０～１５０ｍｍの間隔を開けて平行に配置することができる。さらにそれ
それのブロック間は１０～１０００ｍｍ、好ましくは３０～５００ｍｍの間隔を開けて各
ブロックの導電性繊維が一方向に配向するように平行に配置することができる。
【００５６】
　導電性繊維同士および該非導電性繊維同士の目開きは目的に応じて任意の範囲で行うこ
とができるが、好ましくは上記交点を融着したときに繊維束同士が該交点以外で融着しな
い範囲であればよく、目開きの下限は、ｌｍｍ以上、好ましくは２ｍｍ以上、より好まし
くは５ｍｍ以上、最も好ましくは１０ｍｍ以上であり、目開きの上限は５００ｍｍ以下、
好ましくは１００ｍｍ以下、最も好ましくは５０ｍｍ以下である。ここで、目開きとは実
質的に平行に配置された相隣り合う導電性繊維、非導電性繊維を含めた繊維同士の間隔を
いう。上記目開きの下限値より少ない場合には繊維同士が交点以外で融着し網目状構造体
の可撓性が失われ、加工性低下やロール巻きなどにして運搬しにくくなったり、導電性繊
維の露出面積が小さかったり、脱気が不十分で気泡の層ができたりするため導電性繊維と
電極を接続しにくくなり、目開きの上限値を超えると網目状構造体の強度や発熱体の発熱
効率、補強効果が低下するため好ましくない。
【００５７】
　網目状構造体は、導電性繊維および非導電性繊維を網目状構造に形成した後、次いで加
熱処理して、導電性繊維および非導電性繊維各々の交点で熱可塑性樹脂あるいは熱可塑性
樹脂繊維を融着、接合させることで製造することができる。加熱温度は、導電性繊維およ
び非導電性繊維が融着できる温度以上であれば良く、好ましくは熱可塑性樹脂あるいは熱
可塑性樹脂繊維の溶融温度以上、通常１００～４００℃の範囲である。加熱融着方法は加
熱したプレスや熱ロールによる圧着、張力下あるいは無張力下での高温槽や熱風の吹き付
けによる熱溶融などどのような方法を用いても良い。
【００５８】
　上記融着により、熱可塑性樹脂および熱可塑性樹脂繊維は少なくとも交点で熱溶融して
融着していることが必要であるが、交点の融着が完全であれば交点部分の熱可塑性樹脂お
よび熱可塑性樹脂繊維内部あるいは一部が未溶融であっても問題ない。また交点部分以外
で熱可塑性樹脂あるいは熱可塑性樹脂繊維の全体が熱溶融してもあるいは一部分が未溶融
のままであっても問題ない。
【００５９】
　上記加熱処理後、得られた網目状構造体は、雰囲気温度に冷却し端部を設計寸法にトリ
ミングして巻き取り機にて巻き取ることもできる。また網目状構造体を適当な幅・長さに
切断、成形しても良い。網目状構造体の交点は融着しているため、任意の形状に加工する
ことは容易である。
【００６０】
　次に得られた網目状構造体を用いて発熱体６０を製造する方法を説明する。
　まず、適当な長さに形成された一枚の網目状構造体７７を配置し、該構造体の導電性樹
脂６６の両端部に電極６７を設け、さらに該電極上に導電性繊維あるいは導電性網目状体
からなる表面粗さを有するアンカー部６８を形成する。
　網目状構造体７７は、複数枚用いることもできるが、その場合には、任意の間隔あるい
は等間隔で平行に配置させる。また、電極は温度分布が均一になるように網目状構造体７
７の両端だけでなく、網目状構造体７７の中間に１つ以上の補助電極を作製してもよい。
アンカー部６８は、第９図及び第１０図に示されるように、電極６７上に積層して電極の
一部とすることもできる。
【００６１】
　電極６７としては、銅、アルミなどの金属製箔片が好ましく用いられる。電極の大きさ
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は幅５～１００ｍｍ、好ましくは幅１０～５０ｍｍである。電極６７として、金属製箔片
を使用すれば、成形時に繊維強化樹脂プリプレグシート６９から樹脂が染み込んでアンカ
ー部を被覆することがないので、成形後貫通孔７８が塞がれることがない。
【００６２】
　アンカー部６８に用いられる導電性繊維あるいは導電性網目状体としては、例えば、金
属繊維、金属金網、金属繊維織物、パンチングメタル、エキスパンドメタル、金属メッシ
ュベルト、有機導電性繊維織物、及び導電性プラスチック製メッシュなどが挙げられる。
アンカー部に用いられる導電性網目状体の目開きは通常、織物やメッシュベルトの場合で
１０～５００メッシュのもの、パンチングメタルの場合で開孔率１０～６０％のもの、エ
キスパンドメタルの場合でＳＷが０．１～３０ｍｍのものを用いることができる。上記織
物の織り方は特に限定がなく、例えば、平織り、綾織り、朱子織り、模しゃ織り、平畳織
り、綾畳織り、菱型、亀甲型、クリンプ織り、畳織り、丸型、撚り線織り、筵織り、及び
トリプル織り等を挙げることができる。
【００６３】
　次に、上記アンカー部６８が付設された網目状構造体７７の電極側にリード線用貫通孔
７８を有する繊維強化樹脂プリプレグシート６９を、電極側と反対側には貫通孔のない繊
維強化樹脂プリプレグシート６４を積層する。そしてさらに電極側の該繊維強化樹脂プリ
プレグシート６９上には、リード線貫通孔の周囲３０～６０ｍｍの範囲となるように剥離
性に優れた剥離フィルム８０、及びリード線用貫通孔を有する樹脂フィルム７０を順に積
層し、一方、電極側と反対側の繊維強化樹脂プリプレグシート６４上には、樹脂付き樹脂
フィルム６３、均熱材６２、及び保護用フィルム６１を順に積層し、加圧・加熱して繊維
強化樹脂成形体を製造する。
【００６４】
　繊維強化樹脂プリプレグシート６４、６９に用いられる強化繊維としては、例えば、ガ
ラス繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、アルミナ繊維、及びナイロン繊維などの非導
電性繊維が好ましく用いられる。より好ましくはガラス繊維である。これにより補強効果
だけでなく絶縁効果を増すことができる。強化繊維は一方向材、織物、不織布などどのよ
うな繊維形態でもよい。繊維強化樹脂プリプレグシート層の厚さは０．０５～０．５ｍｍ
である。特に繊維強化樹脂プリプレグシート６４をこの厚みの範囲にすると均熱材６２に
熱を伝えやすく好ましい。
【００６５】
　なお、上記繊維強化樹脂プリプレグシート層を設ける代わりに、網目状構造体を型に入
れてマトリックス樹脂を含浸することもできる。樹脂としては、用途に応じて任意の樹脂
を用いることができるが、好ましくは熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂が用いられる。好
ましい例としては、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂
、ポリアミドイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、エポキ
シ樹脂、及び不飽和ポリエステル樹脂などを挙げることができる。用いる樹脂は耐熱性が
あることが好ましく、８０℃以上、好ましくは１００℃、より好ましくは１５０℃以上の
耐熱性のある樹脂を用いることができる。なお、マトリックス樹脂を含浸する場合には、
電極６７、アンカー部６８の融点はマトリックス樹脂の樹脂硬化温度あるいは熱溶融温度
より高いことかつ耐熱性があることが望ましい。
【００６６】
　繊維強化樹脂プリプレグシート６９に設けた貫通孔７８は、直径５～５０ｍｍの範囲で
あり、貫通孔７８によりアンカー部６８の一部が露出するので、該貫通孔７８を通して成
形後に電源供給線を接続することができる。成形前に貫通孔７８に剥離フィルム（剥離性
蓋）７９で蓋をしておき、成形後に取り除くことで、電源供給線接続用の貫通孔７８を容
易に再形成することができる。
【００６７】
　剥離フィルム７９、８０としては、例えばフッ素樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂コー
トしたメッシュシート等を使用することができる。通常剥離フィルム８０の径は剥離フィ
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ルム７９のそれよりも大きくする。剥離フィルム８０にメッシュ状、網目状のフィルムな
ど表面に凹凸のあるフィルム、例えば、メッシュ状フッ素樹脂コーティングシートを使用
すればリード線貫通孔を開けた繊維強化樹脂プリプレグシート６９にはその表面に凹凸８
２を形成でき、アンカー効果によりハンダ７４等の電極接続部の埋め込み用の樹脂７３と
の密着性が増すため好ましい。またリード線用貫通孔を有する樹脂フィルム７０としては
、ＰＥＴフィルムを挙げることができる。
【００６８】
　樹脂付き樹脂フィルム６３としては、エポキシ樹脂を１５～５０質量％／ｍ２塗布した
ＰＥＴフィルムを用いることが好ましい。均熱材６２としては、金属板あるいは金属箔な
どが用いられるが、例えば、熱伝導性に優れる銅、アルミニウム製のものを好ましく使用
することができる。また保護用フィルム６１としては、ＰＥＴフィルムを用いることが好
ましい。保護用フィルムは、施工時に剥離する。
【００６９】
　網目状構造体７７の両側から上記材料を用いて順次積層し、加圧・加熱処理により成形
を行って繊維強化樹脂成形体を製造する。成形時の圧力は、通常４９×１０４～４９×１
０５Ｐａであり、好ましくは１４７×１０４～２４５×１０４Ｐａである。また成形時の
加熱温度は、通常１００～２００℃であり、好ましくは、１２０～１５０℃である。加圧
・加熱時間は、通常２０分～５時間、好ましくは、２５～３０分である。
【００７０】
　成形後、得られた繊維強化樹脂成形体から、剥離フィルム８０の周囲に沿って樹脂フィ
ルム７０を切断する。そしてこの剥離性フィルム８０および切断後の樹脂フィルムの一部
８１を積層体から取り除き、さらにリード線貫通孔のフッ素樹脂製蓋７９を取り除く。こ
れにより、繊維強化樹脂成形体にアンカー部６８が露出した面を得ることができる。
【００７１】
　次いで、電源供給線である耐熱用リード線７５の一方の端部をハンダ付けや導電性樹脂
７４によって上記露出したアンカー部６８の電極に接続し、さらに該接続部分を樹脂７３
でモールディングする。モールディングによって電源供給線と電極とを強固に接続するこ
とができる。またリード線７５の他方の端部は、複数の過熱防止装置７６（サーモスタッ
ト、フィラメント、熱電対など）に接続する。
【００７２】
　モールディング７３は、電極の周囲を直径２０～６０ｍｍの範囲で、熱硬化性樹脂（例
えば、エポキシ樹脂等）、あるいは熱可塑性樹脂（例えば、エチレン・酢酸ビニル共重合
体（ＥＶＡ）系ホットメルト樹脂等）を用いて行う。モールディングの際には、上記モー
ルド部分に、非導電性樹脂枠７２（ブッシング）を形成し、前記樹脂を充填する。非導電
性樹脂枠の厚みは、後述する断熱材７１の厚みと同じにすることができる。
【００７３】
　リード線７５を接続後、断熱材７１で覆い、該断熱材を熱硬化性樹脂などで固定するこ
とができる。断熱材はどのようなものでも良いが、通常ポリエステルフェルトなどが好ま
しく用いられる。この場合、断熱材は電極周辺部分、リード線、過熱防止装置部分を打ち
抜いてから固定する。
【００７４】
　以上の工程により、本発明で用いる発熱体を製造することができる。得られた発熱体の
集中応力時の耐荷重は２００ＭＰａ以上、好ましくは３００ＭＰａ以上、さらに好ましく
は４００ＭＰａ以上を有している。また耐水絶縁性は、発熱体を２５℃の水中に２４時間
浸漬しても均熱材と電極間の絶縁抵抗は１ＭΩ以上、より好ましくは１０ＭΩ以上を有し
ている。
【実施例】
【００７５】
　以下に実施例と比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。
【００７６】
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　０．５ｍｍ厚（ｄ）の木製単板からなる上部材料、４００μｍ厚（ｔ）でアルミニウム
製の熱拡散材料、そして１２ｍｍ厚の合板からなる下部材料を用意した。
そして各材料の接合面に接着剤（水性ビニルウレタン樹脂ＫＲ４７０、光洋産業（株）製
）を１５０ｇ／ｍ２の塗布量で塗布し、各材料を積層し、熱プレスにより一体化して床材
を作成した。
　床暖房装置として下記のパネルを用いた。
　第５図に示す電熱ボードを作製した。この電熱ボードは、第４図に示す断面構造を有す
る。桟木（枠）は、３０ｍｍ幅で、５．５ｍｍ厚の補強材と２．５ｍｍ厚の発砲倍率７倍
の発砲ポリエチレンに添加物を混入したスペーサーからなる防振防音材との２層構造とし
た。この桟木の内部に発泡倍率３０倍の発砲ポリエチレンを断熱材として配置し、上面に
第６図に示す面状発熱体を接着し、そして下面に補強シートを接着し、さらに面状発熱体
の上面に均熱材を接着した。面状発熱体の厚さは０．５ｍｍ、補強シートの厚さは０．５
ｍｍであり、電熱ボード全体の厚さは９ｍｍである。
【００７７】
　施工する部屋に合わせてパネルの最大出力の下限値（ｐ１）を６５Ｗ／ｍ２になるよう
に設定した。この値は、前述の最大出力の下限値（ｐ１）を与える式[（木造、マンショ
ン等に応じて予め設定された単位面積当たりの最大熱負荷）／０．７（最大の敷設面積率
）]から算出した。
　６畳（１０ｍ２）に２００Ｗの電熱ボード６枚からなる総出力１２００Ｗのパネル（第
６図参照）を作製した。１枚の電熱ボードのサイズは１８２０ｍｍ×４５５ｍｍ×９ｍｍ
であり、６枚連結したパネルの総敷設率は５０％であった。
【００７８】
　室温が２０℃で一定になるように空調装置で制御した部屋において、床暖房装置の出力
が出力最大の１８０Ｗ／ｍ２になるように調整し、運転を行った。
　人体の床表面との接触温度は、第３図に示す床接触温度推定装置「ＥＦＣＴ計」を用い
て評価した。人体の床表面との接触部の温度は平衡に達したときの温度である。その評価
結果を表２に示す。
【００７９】
　第３図の床接触温度推定装置３０の符号３１～３３は下記の通りである。
　　符号３１（本体）：厚さ２．０ｍｍのアクリル樹脂製の槽
　　　　　　　          大きさ：100ｍｍ×100ｍｍ×100ｍｍ
　　符号３２：シリコーンゴム（商品名：ＹＥ５８２２、東芝シリコーン（株）製）
　　符号３３：フェルト（商品名：東洋紡スパンボンド　４３０１Ｎ、材質：ポリエステ
ル１００％、厚さ：２．７ｍｍ、東洋紡績（株）製）
【００８０】
　[比較例１～４]
　アルミニウム製の熱拡散材料の厚み（ｔ）を、０μｍ（比較例１）、３０μｍ（比較例
２）、８０μｍ（比較例３）、又は２００μｍ（比較例４）に変更した以外は実施例１と
同様にして電気式床暖房システムを施工し、同様な方法で人体の床表面との接触部の温度
を測定した。その評価結果を表２に示す。
【００８１】
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【表２】

　表２に示す結果から、床暖房の最大出力１８０Ｗ／ｍ２のパネルを用いた場合には、実
施例１の場合のように熱拡散材料と上部材料との厚みで床材を構成することで人体の床表
面との接触温度を４２℃以下（一般に人体組織に不可逆変化は生じないとされている温度
）に抑えることができる。
【００８２】
[実施例２]
　２００μｍ厚（ｔ）の熱拡散材料、そして床材の全体の厚みが１２ｍｍとなるように合
板からなる下部材料を用いたこと以外は実施例１と同様に床材を作成した。そして同様に
して本発明の電気式床暖房システムを施工した。
　最大出力１４０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力が１２６Ｗ／ｍ２になるように調整したこ
と以外は実施例１と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を表３に示
す。
【００８３】
[実施例３]
　最大出力１６０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力を１５７Ｗ／ｍ２になるように調整したこ
と以外は実施例２と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を表３に示
す。
【００８４】
　[比較例５]
　床暖房装置の出力を出力最大の１８０Ｗ／ｍ２になるように調整したこと以外は実施例
２と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を表３に示す。
【００８５】
　[実施例４]
　５．５ｍｍ厚（ｄ）の上部材料を用いたこと以外は実施例２と同様に運転し、また同様
な方法で評価した。その評価結果を表３に示す。
【００８６】
　[比較例６～７]
　最大出力１６０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力を１５７Ｗ／ｍ２（比較例６）あるいは最
大出力１８０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力を１８０Ｗ／ｍ２（比較例７）になるように調
整したこと以外は実施例４と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を
表３に示す。
【００８７】
　[実施例５]
　９．０ｍｍ厚（ｄ）の上部材料及び２３０μｍ厚（ｔ）の熱拡散材料を用いたこと以外
は実施例２と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を表３に示す。
【００８８】
　[比較例８～９]
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　最大出力１６０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力を１５７Ｗ／ｍ２（比較例６）あるいは最
大出力１８０Ｗ／ｍ２の床暖房装置の出力を１８０Ｗ／ｍ２に（比較例７）なるように調
整したこと以外は実施例５と同様に運転し、また同様な方法で評価した。その評価結果を
表３に示す。
【００８９】
【表３】

【００９０】
　表３に示す結果から、床暖房出力が１２６Ｗ／ｍ２のパネルを用いた場合には実施例２
及び４に見られるように熱拡散材料の厚みを２００μｍに固定し、上部材料の厚みを０．
５～５．５ｍｍに設定し、あるいは実施例５に見られるように熱拡散材料の厚みを２３０
μｍ、上部材料の厚みを９．０ｍｍに設定し、この条件で床材を構成することで人体の床
表面との接触温度を４２℃以下（一般に人体組織に不可逆変化は生じないとされている温
度、即ち、低温熱傷を防止できる温度）に抑えることができる。また暖房出力が１５７Ｗ
／ｍ２のパネルを用いた場合には、実施例３に見られるように熱拡散材料の厚みを２００
μｍ、上部材料の厚みを０．５ｍｍの条件で床材を構成することで同様に低温熱傷を防止
できる温度に設定できる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の床暖房システムの構成を模式的に示す断面図である。
【図２】各最大出力パネルにおける上部材料と熱拡散材料との関係を示すグラフである。
【図３】人体の床表面との接触温度を測定するために用いた床接触温度水性装置の構成を
模式的に示す図である。
【図４】本発明で用いられる電気式床暖房用パネルを構成する電熱ボードの好ましい一例
を模式的に示す図である。
【図５】複数の電熱ボードを折り畳み状態に連結してパネルを作るのに好適な電熱ボード
の好ましい一例を模式的に示す図である。
【図６】隣り合う電熱ボードを密着した状態で敷設したときの電源線の電熱ボード内への
収納状態を模式的に示す図である。
【図７】所定数の電熱ボードが折り畳み状態で連結されたパネルを床下地に展開、敷設す
る手順を模式的に示す図である。
【図８】隣り合う電熱ボードをその間を繋ぐ連結帯を用いて、両電熱ボードを密着状態で
敷設する方法を模式的に示す図である。
【図９】本発明で好ましく用いられる発熱体の一例の分解斜視図を示す。
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【図１０】発熱体の電極部分の断面図を示す。
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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